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国民皆保険制度の意義

【日本の国民皆保険制度の特徴】

① 国民全員を公的医療保険で保障。

② 医療機関を自由に選べる。（フリーアクセス）

③ 安い医療費で高度な医療。

④ 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維
持するため、公費を投入。

○ 我が国は、国民皆保険制度を通じて世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現。
○ 今後とも現行の社会保険方式による国民皆保険を堅持し、国民の安全・安心な暮らしを保

障していくことが必要。

日本の国民医療費の負担構造（財源別）（令和３年度）



（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計

1990年(実績) 2040年 2070年

75歳～
599( 5%)

65～74歳
894( 7%)

総人口
1億2,361万人

総人口
1億1,284万人

65～74歳
1,187(14%)

15～64歳
4,535(52%)

～14歳
797(9%)

総人口
8,700万人

７５

６５

歳

75歳～
2,180(25%)

15～64歳
8,614(70%)

～14歳
2,254(18%)

１５

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

～14歳
1,142(10%)

75歳～
2,227(20%)

65～74歳
1,701(15%)

15～64歳
6,213(55%)

○団塊のジュニア世代が６５歳となる2040年には、65歳以上が全人口の35％となる。
○2070年には、人口は8,700万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約39％となる。

2020年(実績)

65～74歳
1,742(14%)

75歳～
1,860(15%)

総人口
1億2,615万人

～14歳
1,503(12%)

15～64歳
7,509(60%)

団塊世代
（1947～49年

生まれ）

団塊ジュニア世代
（1971～74年

生まれ）

日本の人口ピラミッドの変化

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０



後期高齢者医療制度

約18兆円

65歳

75歳

・75歳以上
・約2,030万人
・保険者数：47（広域連合）

健康保険組合協会けんぽ（旧政管健保）国民健康保険
（都道府県・市町村国保

＋国保組合）

共済組合

※１ 加入者数・保険者数、金額（給付費）は、令和６年度予算案ベースの数値。
※２ 上記のほか、法第３条第２項被保険者（対象者約２万人）、船員保険（対象者約11万人）がある。
※３ 前期高齢者数（約1,480万人）の内訳は、国保約1,050万人、協会けんぽ約310万人、健保組合約90万人、共済組合約30万人。

約９兆円 約７兆円 健保組合・共済等 約６兆円

・大企業のサラリーマン
・約2,760万人
・保険者数：約1,400

・中小企業のサラリーマン
・約3,900万人
・保険者数：１

・公務員

・約960万人
・保険者数：85

・自営業者、年金生活者、
非正規雇用者等

・約2,660万人
・保険者数：約1,900

前期高齢者財政調整制度（約1,480万人）約７兆円（再掲） ※３

医療保険制度の体系
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後期高齢者（老人）医療費 （兆円）
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国 民 医 療 費 （兆円）

（兆円）

＜対前年度伸び率＞

医療費の動向

（％）

国民医療費の対GDP比

老人医療の対象年齢の引上げ
70歳以上 → 75歳以上

（～2002.9） （2007.10～）

（実績見込み）（年度）

注１ GDPは内閣府発表の国民経済計算による。

注２ 2020年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2020年度分は、2019年度の国民医療費に2020年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じることによって推計している。

（※）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(S60) (H2) (H7) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R1) (R2)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 ▲0.5 2.2 0.8 2.3 ▲3.2

12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3.0 3.6 2.1 4.4 1.6 4.2 2.5 3.8 ▲2.4

GDP 7.2 8.6 2.6 1.4 ▲1.9 ▲0.7 0.5 0.6 0.8 0.6 0.2 ▲4.1 ▲3.6 1.5 ▲1.0 ▲0.1 2.7 2.1 3.3 0.8 2.0 0.2 0.5 －

（診療報酬改定） 0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.10% ▲1.33% ▲1.19% ▲0.07% ▲0.46%
（主な制度改正） ・介護保険制度施行

・高齢者１割負担導入

（2000）

・高齢者１割
負担徹底
（2002）

・被用者本人
３割負担等

（2003）

・現役並み
所得高齢者
３割負担等
（2006）

・未就学児
２割負担
（2008）

・70-74歳
２割負担(※１)
（2014）



高齢者医療の歩み

（
老
人
医
療
費
の
無
料
化(

70
歳
～
）
（
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
昭
和
35
年
～
）

医
療
保
険
制
度
体
系
等
に
関
す
る
基
本
方
針
を
閣
議
決
定

昭48 昭58 平15.3

・

前
期
高
齢
者
に
つ
い
て
、
保
険
者
間
の
負
担
の
不
均
衡
を
調
整
す
る
仕
組
み
を
創
設

・

後
期
高
齢
者
に
つ
い
て
、
独
立
し
た
医
療
制
度
を
創
設

平20.4

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
等
施
行

平9

政
府
等
で
新
し
い
制
度
の
検
討
を
開
始

→

新
制
度
ま
と
ま
ら
ず
、
次
の
課
題
に

平17.12

医
療
制
度
改
革
大
綱
を
政
府
・与
党
で
決
定

平18.6

健
康
保
険
法
等
改
正
法
成
立

老
人
保
健
法
を
制
定(

老
健
制
度
）

・

高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
前
期

高
齢
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
新
た
な
制
度
と
す
る
。

平22.12 平25.8平24.8

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
報
告
書

平25.12

プ
ロ
グ
ラ
ム
法
成
立

高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
最
終
と
り
ま
と
め

・
地
域
保
険
は
国
保
に
一
本
化
し
、
都
道
府
県
単
位
で
運
営
。

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
廃
止
し
、
高
齢
者
も
国
保
か
被
用
者
保
険
に
加
入
。

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
成
立

・
今
後
の
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
社
会
保
障
制
度
改

革
国
民
会
議
に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
。

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
十
分
定
着
。
現
行
制
度
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、

必
要
な
改
善
を
行
っ
て
い
く
。

・
医
療
制
度
改
革
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ

見
直
し
に
向
け
た
検
討
を
行
う
。

・
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
全
面
総
報
酬
割
、
高
齢
者
医
療
の
費
用
負
担
の
在
り
方
等
を
検
討
し
、
平

成
27
年
国
保
法
等
改
正
法
に
よ
り
措
置
。

平28.12

医
療
保
険
制
度
の
見
直
し
内
容
の
決
定

・
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
高
額
療
養
費
の
上
限
を
見
直
し(

平
成
29
年
８
月
～)

・

保
険
料
軽
減
特
例
の
見
直
し
（
平
成
29
年
４
月
～)

全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
の
方
針

・
現
役
並
み
所
得
者
（
３
割
負
担
）
を
除
き
、
後
期
高
齢
者
の
う
ち
一
定
以
上
所
得
の
あ
る
方
の

窓
口
負
担
割
合
を
１
割
か
ら
２
割
に
引
き
上
げ(

令
和
４
年
10
月
～)

令２.12

・

公
費
負
担
割
合
を
引
き
上
げ
（
３
割→

５
割
）
（
～
平
19)

・

老
健
制
度
の
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ(

70
歳→

75
歳
）（
～
平
19)

・

一
部
負
担
を
定
率
１
割
に

・

保
険
者
（
国
保
や
健
保
な
ど
）
か
ら
の
拠
出
金
（
仕
送
り
）
と
公
費
で
運
営

・

市
町
村
が
運
営
主
体

・

患
者
負
担
を
導
入(

外
来
一
月
４
百
円
、
入
院
一
日
３
百
円
）

・
「
サ
ロ
ン
化
・
社
会
的
入
院
」
と
い
っ
た
弊
害
の
指
摘
も
あ
っ
た

・

高
齢
者
の
多
い
国
保
の
運
営
厳
し
く

・

老
人
医
療
費
が
急
増

令３.６

全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
成
立

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
成
立

・
出
産
育
児
一
時
金
に
係
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
の
支
援
金
の
導
入(

令
和
６
年
４
月
～)

・
「
後
期
高
齢
者
一
人
当
た
り
の
保
険
料
」
と「
現
役
世
代
一
人
当
た
り
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
の

伸
び
率
を
揃
え
る(

令
和
６
年
４
月
～)

・
前
期
財
政
調
整
制
度
に
お
け
る
報
酬
調
整
の
導
入(

令
和
６
年
４
月
～)

令５.５



高齢者医療制度の財政

後期高齢者医療制度

＜対象者数＞
７５歳以上の高齢者 約２，０３０万人

＜後期高齢者医療費＞
２０.０兆円（令和６年度予算ベース）
給付費 １８.４兆円
患者負担 １.６兆円

＜保険料額（令和６年度見込）＞
全国平均 約７，０８０円／月
※ 基礎年金のみを受給されている方は

約１，２６０円／月

※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費 ０．６兆円

後期高齢者医療の被保険者
（７５歳以上の者）

各医療保険（健保組合、国保など）の被保険者
（０～７４歳）

【全市町村が加入する広域連合】

医療保険者（健保組合、国保など）

保険料

交付

社会保険診療報酬支払基金

患者
負担

公費（約５割）８．７兆円
〔国：都道府県：市町村＝５．８兆円：１．４兆円：１．４兆円＝４：１：１〕

高齢者の保険料 １．７兆円
約１割 [軽減措置等で実質約９％程度]

後期高齢者支援金（若年者の保険料） ７．４兆円
約４割

保険給付

＜支援金内訳＞
協会けんぽ ２.６兆円
健保組合 ２.５兆円
共済組合 ０.８兆円
都道府県等 １.５兆円

納付
保険料

前期高齢者に係る財政調整

＜対象者数＞
６５～７４歳の高齢者
約１,４８０万人

＜前期高齢者給付費＞
６．６兆円
（令和６年度予算ベース）

都道府県等
4.9兆円

２６％

３２％ ６８％

都道府県等
2.0兆円

共済
0.5兆円

健保組合
1.9兆円

協会けんぽ
2.4兆円

７４％【調整前】

【調整後】

納付金 協会けんぽ 1.1兆円、健保 1.2兆円、共済 0.4兆円
交付金 都道府県等 2.9兆円

前期高齢者加入率
に応じて負担

共済
0.07兆円

健保組合
0.3兆円

協会けんぽ
1.3兆円

○ 国保と被用者保険の二本立てで国民皆保険を実現しているが、所得が高く医療費の低い現役世代は被用者保険に多
く加入する一方、退職して所得が下がり医療費が高い高齢期になると国保に加入するといった構造的な課題がある。
このため、高齢者医療を社会全体で支える観点に立って、75歳以上について現役世代からの支援金と公費で約９割
を賄うとともに、65歳～74歳について保険者間の財政調整を行う仕組みを設けている。

○ 旧老人保健制度において「若人と高齢者の費用負担関係が不明確」といった批判があったことを踏まえ、75歳以
上を対象とする制度を設け、世代間の負担の明確化等を図っている。

※各医療保険者が負担する後期高齢者支援金は、後期高齢者支援金に係る前期財政調整を含む。

※ 数値は令和６年度予算ベース。


